
さいたま市新型インフルエンザ等対策本部の廃止について 
     

 

〇名称「さいたま市新型インフルエンザ等対策本部」 

〇廃止年月日 令和３年９月３０日 

〇廃止理由 さいたま市新型インフルエンザ等対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の解除に合わせ

て遅滞なく廃止するため。 

〇根拠法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第３７条（同第２５条の準用） 

（解説） 

第３７条（準用）では、市町村対策本部の廃止時期を明らかにするものであり、新型インフルエンザ等緊急事

態宣言が解除されると市町村対策本部は遅滞なく廃止する。 
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